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大会２日目は、長良川右岸の河原を会

場に 「楽しいイベント 。ラフティング、 」

による長良川下り（３５名 、長良川で）

魚を釣る会（１４名 、長良川の歴史と）

文化を訪ねるまちめぐり７名、長良川水

辺観察会（２８名）が行われました。

詳細は事務局長ブログ

http://tokuyamad.exblog.jp/（

２０１０年６月）をご覧下さい。

「長良川河口堰生物相調査団報告書２０１０」発刊

学習会と国交相・環境相への要請
「長良川河口堰生物相調査団報告書２０１０」を発刊して 「長良川河口堰生物相調査団が、

２０年にわたる活動を終えました。この貴重な調査が「長良川河口堰ゲート開放」の礎となる

でしょう。７月２６日 「市民による『豊かな海づくり大会』実行委」としてこの学習会を開、

催するとともに、アピールを採択しました。翌２７日に、アピールと報告書を携えて、国交相

宛のものは国交省中部地方整備局に、環境相に宛のものは環境省中部地方環境事務所にもって

いきました。ＣＯＰ１０を、長良川河口堰開放の契機としたいものです。

「中間とりまとめ（案）」って何さ！？－失われた１５年？－

「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」のダム建設是非の基準づくり「中間とりま

とめ（案 」なるものが公表され「ご意見募集」を行っています。）

ex.内容も１９９５年河川審答申の範囲を出ず、方式も密室的。河川行政全体を「ダム審 （」

徳山ダム建設事業審議委員会 設置）以前に逆戻りさせている、としか思えません。1995.12
何でもかんでも「声明」を出す当会事務局長も「呆れてモノも言えず沈黙」状態です。
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今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ（案）に関する意見募集について

国交省ホーム >> 政策・仕事 >> 河川トップ

>> 審議会等 >> 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tisuinoarikata/index.html
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地元世論は「長良川河口堰開放」へ

岐阜県も国も「豊かな海づくり大会」を一過性のイベントにしておくつもりだったのでしょ

。 、「 」「 」「 」 「 」う しかし 清流 長良川 海 とキーワードを並べてしまって パンドラの箱が開いた

状態 「海づくり大会」関連の連載企画には、私たちの「市民による『豊かな海づくり大会 」。 』

関係者が続々登場。河口堰ゲート開放の声がわき起こってきています。

＜河口堰開放、民主県連に陳情へ 長良川漁業対策協＞（ 岐阜新聞 、＜河口堰ゲ10.05.19 ）
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ート「試験開放、有効」 細江岐阜市長が見解＞（ 岐阜新聞 、＜河口堰「開放」論10.05.25 ）

議再び 経済界・首相 前向き【長良川、閉鎖１５年】＞（ 朝日新聞 、＜使わない10.0529 ）

、 （ ）、 「 」水に５９億円 愛知 三重県など長良川河口堰で負担＞ 中日新聞 ＜ 堰も開放10.07.06
高まる気運－運用１５年 長良川河口堰＞（ 中日新聞）10.07.09
霞が関や永田町でのダム見直しのモタモタぶりと対照的に、河口堰批判の旗幟鮮明な報道が

。 「 」 「 」 。続きます これまで 推進 一色だった 岐阜の政財界 も無視できない声になってきました

愛知県導水路住民訴訟
第５回口頭弁論 ６月２日（木） 河合道夫さんが原告意見陳述をしました。

次回の第６回口頭弁論は、８月２３日（月） １３：３０～、近藤奎治さんが原告意見陳述

をします。下の「設楽ダム裁判不当判決」を意識しての陳述です。

（ ） 、 、民主党政権が 止めるべき事業を止めることにつき 足踏みし 阿村たかし・名古屋市長は

「導水路は目下の関心事外 」になってしまっています。当面は「勝利的取り下げ」は見えて」

きません 「本格的論戦」に入っていくことになりそうです。。

導水路はいらない！愛知の会 提訴一周年総会
、 「 」６月１２日 導水路住民訴訟を担っている導水路はいらない！愛知の会の 提訴一周年総会

が行われました。名古屋市立大学の山田明教授の「愛知県財政と公共事業 、名古屋市水辺研」

究会の國村恵子さんの「河川・水辺の生態系と生物多様性」の講演があり、あらためて「孫子

の代のために 、導水路事業のような無駄かつ破壊的な事業を止めねばならない、という気持」

ちを新たにしました。

「導水路はいらない！愛知の会」として「木曽川フルプラン中間見直し」に意見書提出
２００４年の徳山ダム事業費大幅増額（負担割合変更）に伴う、木曽川フルプラン全部変更

に「徳山ダムをやめさせる会」として意見書を出しました。今般「」木曽川フルプラン中間評

価」というので、後継団体である「導水路はいらない！愛知の会」が、木曽川国土審議会水資

源開発分科会木曽川部会に意見書を出しました（ ＆ 。2010.6.15 2010.6.28）
（上の３記事、導水路はいらない！愛知の会 ＨＰ 参照）http://www.dousuiro-aichi.org/

設楽ダム住民訴訟（第１審）不当判決（６月３０日）
水需要に関しては原告側の言い分を（事実上）認めながら 「それでも行政裁量の範囲内」、

とする不当判決でした 「だったら住民訴訟の意味は何さ？」と裁判所にツッコミたい。導水。

路裁判も同じ裁判体で審理されています。

新川決壊水害訴訟控訴審判決は８月３１日
志の高い原告団（控訴人団）です。河川管理者を免罪し続ける水害訴訟に一石を投じ、河川

管理・河川行政のあり方を転換する一歩となる判決となることを心から念じています。

荒崎水害訴訟控訴審 次回（１０月５日）結審
７月２０日の期日は、一審で裁判官が現地を見たときのＤＶＤを上映しました。裁判所は次

回期日での結審の意思を表明しました。次回は１０月５日（火）１３：３０～名古屋高裁。
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可児川の氾濫と岐阜県河川課の歪んだ超緊縮予算
７月１５日、木曽川支流の可児川で、局地的豪雨による氾濫被害が起こり、３名の貴重な命

が犠牲となりました 「下流優先原則」を無視した河川改修に問題があったのではないか、と。

いう疑念も指摘されています（一応「改修済み区間」とされている一方、指定区間管理者であ

る岐阜県が、まだ河川整備計画を策定していない場所です 。前号にお伝えした通り「徳山ダ）

ムの負担が重すぎて岐阜県には河川改修する予算がない」現実が大問題です。ダムを優先し命

を粗末にしてきた梶原県政のツケをどうするのか？ 古田知事に鋭く突きつけられています。

徳山ダム裁判資料を寄贈します

「法政大学法政大学サステイナビリティ研究教育機構環境アーカイブズ研究室」

私たちが闘った裁判の敗訴が確定してもう２年以上経ちます。この記録を埋もれさせたくな

いので、上記に寄贈する手続きを行っています。ここに納まると「永久保存」となります。

運動全体の資料の寄贈も視野に入れて検討しています。

徳山ダム建設中止を求める会の今後と新しい胎動への支援について
２０１１年度で「徳山ダムの法的完成」です。これを機に当会を休止することを検討してい

ます。これは「終わり」でも「敗北」でもなく 「次なる胎動」が確実に芽生えているからで、

もあります。同時に「あと１年は続ける 、ということです。会費・カンパをよろしく。」

徳山ダム建設中止を求める会 代表：上田武夫「やめよ！徳山ダム」
http://www.tokuyamadam-chushi.net http://tokuyamad.exblog.jp/公式 HP 事務局長ブログ

編集責任：近藤ゆり子 大垣市田町１－２０－１事務局 〒 503-0875
TEL/FAX Email k-yuriko@octn.jp０５８４－７８－４１１９ ：

年会費 １０００円郵便振替：00800-7-31632
































